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は じ め に 

 

少子化に伴う人口減少・超高齢社会の到来、深刻な労働力不足、経済のグローバル化など社会・経

済情勢が急激に変化する中、男女共同参画社会の実現は、わが国が取り組むべき最重要課題と位置づ

けられています。特に昨年からの新型コロナウイルス感染症の拡大によって、女性の収入・雇用状況

の悪化や配偶者からの暴力等の深刻化などの様々な問題が顕在化したことから、男女共同参画社会の

実現に向けた取り組みのより一層の加速が求められています。 

国では、令和 2年 12月に「第 5次男女共同参画基本計画」を策定し、誰もがその個性と能力を十分

に発揮できる男女共同参画社会の実現を目指しています。これまでも、「政治分野における男女共同

参画の推進に関する法律」の施行や「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推

進法）」の一部改正・施行など、女性が十分に活躍できる法整備・環境整備が一層進められていると

ころです。 

富山市においても、平成 18 年に「富山市男女共同参画推進条例」を施行、平成 19年 3月に「富山

市男女共同参画プラン（2007-2016）」を策定し、現在は、平成 29年 3月に策定した、男女共同参画に

関する今後 10年間の施策の方向性を示す「第 2 次富山市男女共同参画プラン(2017-2026)」に基づき、

各種施策に取り組んでいるところであります。 

このプランは、一部を女性活躍推進法に基づく市町村推進計画として位置付け、あらゆる分野にお

ける女性参画の推進とリーダーの育成、女性の自己実現などの支援を推進していくこととしているほ

か、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（ＤＶ防止法）」の市町村基本計画

としても位置付けており、男女間のあらゆる暴力ゼロの環境づくりを推進していきます。 

今年度は、プランの前期実施計画の最終年度となることから、令和 2 年 7月に実施した市民意識調

査の結果やこれまでの取り組み状況を検証し、市民の皆様の意見を反映しながら、残る 5 年間につい

て、後期実施計画を策定することとしております。 

本白書は、条例第 23 条に基づき、男女共同参画の推進の状況と令和 2年度における施策の実施状況

等について報告するとともに、令和 3年度における実施計画等について取りまとめたものです。 

市民の皆様には、本市の男女共同参画の現状と課題について認識していただき、本市の目指す男女

共同参画の社会づくりにご協力くださるようお願い申し上げます。 
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第１ 男女共同参画の推進の状況 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１　男女共同参画をとりまく状況

（１）平均初婚年齢と未婚率の推移

　　①平均初婚年齢の推移（富山県）

　　　平均初婚年齢は、男女ともに近年は横ばいであったが、2019年は前年に比べ男女ともに
　 　0.2歳下がっている。

　　②未婚率の推移（富山県）

　　　男女ともに各年齢層において、未婚率が上昇し続けている。

資料 総務省統計局「国勢調査」
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（２）合計特殊出生率の推移

　　合計特殊出生率は、前年に比べ富山市は0.01ポイント、全国では0.06ポイント減少し、
　富山県は0.01ポイント上昇している。

（３）女性の年齢階級別労働力率の推移（富山市）

　　女性の年齢階級別労働力率について、平成2年からの変化を見ると、「Ｍ字カーブ」は
　解消傾向にある。また、Ｍ字の底となる年齢階級が上昇傾向にある。

直近の合計特殊出生率

富山市 1.50（2016年）

富山県 1.50（2016年）

全 国 1.44（2016年）

資料 総務省統計局「国勢調査」
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（４）配偶者等からの暴力（ＤＶ）の状況
　　①ＤＶの被害状況

　　　ＤＶの被害状況（富山県警察本部統計）を見ると、配偶者等からの暴力被害の認知件数は
　　平成29年から増加傾向にあり、令和2年の件数は男女ともに近年で最も高くなっている。

　　　　■配偶者からの暴力事案等の被害状況（富山県）

合計

女性

男性

　　　　■被害者の年齢（富山県）

男 女 男 女 男 女 男 女 男 女

0 8 0 9 0 4 0 6 1 1

16 73 9 65 14 61 12 79 28 100

31 105 24 77 37 98 31 90 25 81

26 88 22 90 20 94 37 76 41 84
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　　②ＤＶ被害に関する相談件数（富山市役所各窓口で受けた総件数）

　　　ＤＶ被害に関する相談件数は、近年は1,000件前後で推移していたが、令和2年度は

    2,000件近くまで増加した。

         【富山市役所内相談窓口関係課一覧】

婦中市民生活課

山田中核型地区センター

細入中核型地区センター

市営住宅課

病院事業局 市民病院 医療相談室

学校教育課

男女共同参画推進センター

男女参画・市民協働課

保健所地域健康課 大山市民生活課

保健所保健予防課 八尾市民生活課

長寿福祉課 市民課

保険年金課 生活安全交通課

まちなか総合ケアセンター 大沢野市民生活課

（保健福祉センター含む）
こども健康課

生活支援課 子育て支援センター

障害福祉課 市民生活相談課

所属 所属 所属

納税課 こども保育課

福祉政策課 こども福祉課

887 
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資料 男女参画・市民協働課調査
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（１）附属機関における女性委員の登用状況

　附属機関における女性の登用率の最新値は、前年度に比べ、富山市は

0.7ポイント、富山県は0.1ポイント、国は1.1ポイント上昇している。

（各年度4月1日現在）

委員総数 女性委員数 女性登用率

（人） （人） （％） 総 数
女性ｾﾞﾛの
附属機関数

女性ｾﾞﾛの
附属機関の率

Ｈ18年度 1,191 280 23.5 79 13 16.5

Ｈ19年度 1,444 330 22.9 96 17 17.7

Ｈ20年度 1,344 317 23.6 91 14 15.4

Ｈ21年度 1,309 315 24.1 90 16 17.8

Ｈ22年度 1,287 304 23.6 89 15 16.9

Ｈ23年度 1,279 314 24.6 91 13 14.3

Ｈ24年度 1,282 307 23.9 89 16 17.5

Ｈ25年度 1,319 331 25.1 88 15 17.0

Ｈ26年度 1,210 307 25.4 83 14 16.9

Ｈ27年度 875 243 27.8 55 9 16.4

Ｈ28年度 958 256 26.7 63 9 14.3

Ｈ29年度 968 265 27.4 63 8 12.7

Ｈ30年度 879 248 28.2 66 15 22.7

Ｒ元年度 939 252 26.8 65 10 15.4

Ｒ2年度 923 247 26.8 63 10 15.9

Ｒ3年度 938 258 27.5 64 9 14.1
※調査対象は、活動中の附属機関。（附属機関…法律及び条例で定める機関）

※平成26年度までは、要綱等で定める機関を含む。

２ 行政分野における状況

附属機関

年

27.5 

38.9

40.7
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35
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45

附属機関における女性委員登用率

富山市
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国

（％）

・富山県は6月1日現在の数値を、国は9月30日現在の数値を使用。

・富山市と富山県、国では対象としている審議会に相違がある。

（年度）
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部 局 名
附属機関

の数
現在の
委員数

うち女性
委員数

女性の
登用率

備　考

　企画管理部 6 32 11 34.4%

  財務部 1 5 2 40.0%

　福祉保健部 12 355 136 38.3%

　こども家庭部 1 10 4 40.0%

　市民生活部 3 41 12 29.3%

　環境部 4 42 6 14.3%

　商工労働部 3 25 6 24.0%

　農林水産部 3 25 5 20.0%

　活力都市創造部 8 79 8 10.1%

　建設部 5 117 7 6.0%

　教育委員会 12 138 46 33.3%

　病院事業局 6 69 15 21.7%

計 64 938 258 27.5%
R２年度
26.8％

附属機関への女性委員登用率(部局別)

（令和3年4月1日現在）

女性の登用率30%以上の部局
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【企画管理部】

担当課 附属機関の名称
現在の
委員数

うち女性
委員数

女性の
登用率

任期末 備考

富山市情報公開審査会 5 2 40.0% R5.3

富山市個人情報保護審査会 5 3 60.0% R5.3

富山市行政不服審査会 5 3 60.0% R4.3

行政経営課 富山市PPP事業手法検討委員会 ★ 4 0 0.0% R4.3

富山市ガラス美術館協議会 8 1 12.5% R4.3

富山市ガラス作品等収集審査会 5 2 40.0% R4.2

計 6 32 11 34.4%

【財務部】

担当課 附属機関の名称
現在の
委員数

うち女性
委員数

女性の
登用率

任期末 備考

契約課 富山市入札監視委員会 5 2 40.0% R3.12

計 1 5 2 40.0%

【福祉保健部】

担当課 附属機関の名称
現在の
委員数

うち女性
委員数

女性の
登用率

任期末 備考

富山市社会福祉審議会 48 13 27.1% R5.3

富山市民生委員推薦会 6 2 33.3% R5.5

富山市障害支援区分判定審査会 20 11 55.0% R5.3

富山市障害者自立支援協議会 20 6 30.0% R4.3

長寿福祉課
富山市地域包括支援センター運営協議
会

15 3 20.0% R5.3 内公募委員1名

富山市介護認定審査会 182 83 45.6% R5.3

富山市地域密着型サービス等運営委員
会

10 4 40.0% R3.6

保険年金課
富山市国民健康保険事業の運営に関
する協議会

14 4 28.6% R4.5 内公募委員4名

保健所地域
健康課

富山市保健所運営協議会 19 7 36.8% R4.6

富山市感染症診査協議会 11 1 9.1% R5.3

富山市予防接種健康被害調査委員会 5 1 20.0% R5.3

富山市小児慢性特定疾病審査会 5 1 20.0% R4.12

計 12 355 136 38.3%

文書法務課

ガラス美術
館

福祉政策課

障害福祉課

介護保険課

保健所保健
予防課

女性の登用率30%以上の附属機関

女性の登用率20%未満の附属機関

女性の登用率0%(0人)の附属機関★
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【こども家庭部】

担当課 附属機関の名称
現在の
委員数

うち女性
委員数

女性の
登用率

任期末 備考

こども支援課
富山市民営化対象保育所及び引受法
人選考委員会

10 4 40.0% R3.7

計 1 10 4 40.0%

【市民生活部】

担当課 附属機関の名称
現在の
委員数

うち女性
委員数

女性の
登用率

任期末 備考

生活安全交
通課

富山市安全で安心なまちづくり推進協
議会

15 5 33.3% R3.8

男女参画・市
民協働課

富山市男女共同参画推進審議会 15 6 40.0% R4.8 内公募委員3名

スポーツ健
康課

富山市スポーツ推進審議会 11 1 9.1% R3.6 内公募委員2名

計 3 41 12 29.3%

【環境部】

担当課 附属機関の名称
現在の
委員数

うち女性
委員数

女性の
登用率

任期末 備考

富山市環境審議会 18 6 33.3% R3.7 内公募委員2名

富山市産業廃棄物処理施設審査会 ★ 10 0 0.0% R3.10

富山市公害健康被害者認定審査会 ★ 8 0 0.0% R3.5

富山市廃自動車認定審査会 ★ 6 0 0.0% R3.12

計 4 42 6 14.3%

【商工労働部】

担当課 附属機関の名称
現在の
委員数

うち女性
委員数

女性の
登用率

任期末 備考

富山市四方チャレンジ・ミニ企業団地使
用資格審査委員会

7 2 28.6% R3.5

とやまインキュベータ・オフィス使用資格
審査委員会

9 2 22.2% R3.5

富山市新産業評価委員会 9 2 22.2% R3.6

計 3 25 6 24.0%

工業政策課

環境政策課

環境保全課
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【農林水産部】

担当課 附属機関の名称
現在の
委員数

うち女性
委員数

女性の
登用率

任期末 備考

農地林務課
富山市婦中ふるさと自然公園保全審議
会

5 1 20.0% R5.2

地方卸売市
場

富山市公設地方卸売市場取引運営協
議会

15 2 13.3% R3.6

農政企画課 富山市農業委員会委員評価会議 5 2 40.0% R3.9

計 3 25 5 20.0%

【活力都市創造部】

担当課 附属機関の名称
現在の
委員数

うち女性
委員数

女性の
登用率

任期末 備考

富山市都市計画審議会 20 3 15.0% R3.9

富山市景観まちづくり審議会 12 2 16.7% R4.6 内公募委員2名

交通政策課 富山市都市交通協議会 ★ 14 0 0.0% R5.3

富山市建築審査会 7 1 14.3% R5.3

富山市開発審査会 7 2 28.6% R5.3

富山高岡広域都市計画事業富山駅周
辺地区土地区画整理審議会 ★

8 0 0.0% R3.12

富山高岡広域都市計画事業富山駅周
辺地区土地区画整理評価員会 ★

3 0 0.0% ― 事業完了まで

居住対策課 富山市空家等対策推進協議会 ★ 8 0 0.0% R3.8

計 8 79 8 10.1%

【建設部】

担当課 附属機関の名称
現在の
委員数

うち女性
委員数

女性の
登用率

任期末 備考

公園緑地課 富山市緑化審議会 10 3 30.0% R3.11 内公募委員2名

河川整備課 富山市水防協議会 ★ 20 0 0.0% R3.5

富山市防災会議 43 1 2.3% R4.3

富山市国民保護協議会 39 1 2.6% R4.10

市営住宅課 富山市営住宅入居基準諮問委員会 5 2 40.0% R3.11

計 5 117 7 6.0%

都市計画課

建築指導課

富山駅周辺
地区整備課

防災対策課
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【教育委員会】

担当課 附属機関の名称
現在の
委員数

うち女性
委員数

女性の
登用率

任期末 備考

学校再編推
進課

富山市通学区域審議会 15 4 26.7% R4.8

学校教育課 富山市教育支援委員会 20 12 60.0% R5.3

富山市社会教育委員会議 13 2 15.4% R3.6

富山市公民館運営審議会 15 2 13.3% R3.6

富山市文化財調査審議会 12 3 25.0% R4.1

市民学習セ
ンター

富山市市民学習センター運営協議会 12 7 58.3% R3.6

図書館 富山市立図書館協議会 11 4 36.4% R3.9 内公募委員2名

科学博物館 富山市科学博物館協議会 10 2 20.0% R3.5

民俗民芸村 富山市民俗民芸村運営協議会 8 4 50.0% R4.1

郷土博物館 富山市郷土博物館協議会 12 4 33.3% R4.1

大沢野教育行
政センター

富山市猪谷関所館運営協議会 5 1 20.0% R4.1

大山教育行
政センター

富山市大山歴史民俗資料館運営協議
会

5 1 20.0% R4.1

計 12 138 46 33.3%

【病院事業局】

担当課 附属機関の名称
現在の
委員数

うち女性
委員数

女性の
登用率

任期末 備考

富山市病院事業経営改善委員会 8 1 12.5% R5.3

富山市民病院地域医療支援病院委員
会

9 2 22.2% R5.3

富山市民病院臨床研修管理委員会 19 1 5.3% R4.3

医療局医療
安全部

富山市民病院倫理委員会 10 3 30.0% R4.3

薬剤部薬剤
科

富山市民病院治験審査委員会 13 5 38.5% R5.3

富山まちな
か病院総務
医事課

富山まちなか病院倫理委員会 10 3 30.0% R4.3

計 6 69 15 21.7%

管理部経営
管理課

生涯学習課
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（２）行政委員会の女性委員数 
 

富山市における行政委員会の女性委員の割合は 4.9％であり、全国都道府県平均よりも 15.3

ポイント低くなっている。 
 

 

富山市（R3.3.31現在） 富山県(R2.6.1現在) 全国都道府

県平均(％）  

（ R2 年度） 

 

現委員数 

 

(人) 

女性委員

数 

(人) 

女性委員

の割合 

(％) 

現委員数 

 

(人) 

女性委員

数 

(人) 

女性委員

の割合 

(％) 

教育委員会 4（4） 1（1） 25.0 5（5） 2（2） 40.0 44.1 

選挙管理委員会 4（4） 1（1） 25.0 4（4） 1（1） 25.0 20.3 

人事（公平）委員会 3（3） 0（0） 0.0 3（3） 1（1） 33.3 24.1 

監査委員 4（4） 1（1） 25.0 4（4） 0（0） 0.0 11.9 

農業委員会 64（64） 1（1） 1.6 ― ― ― ― 

固定資産評価審査委員会 3（3） 0（0） 0.0 ― ― ― ― 

公安委員会 ― ― ― 3（3） 0（0） 0.0 28.4 

労働委員会 ― ― ― 15（15） 4（4） 26.7 21.4 

収用委員会 ― ― ― 7（7） 3（3） 42.9 29.4 

海区漁業調整委員会 ― ― ― 15（15） 1（1） 6.7 7.7 

内水面漁場管理委員会 ― ― ― 8（8） 2（2） 25.0 21.4 

計 82（82） 4（4） 4.9 64（64） 14（14） 21.9 20.2 

※ （ ）内は、富山市 R2.3.31、富山県 R元.6.1現在の数値 

全国都道府県平均は内閣府調べ（R2年度） 

 

 

（３）法律に基づいて設置されている委員・相談員への女性の選任状況 
 

富山市における女性委員・相談員の割合は、前年に比べ、民生委員・児童委員では上昇して

おり、そのほかでは変わっていない。 
                   （R3.3.31現在） 

 総数（人） うち女性数(人) 女性の割合（％） 備考 

社会教育委員 13（13） 2（2） 15.4（15.4）  

民生委員・児童委員 876（880） 434（435） 49.5（49.4） 
全国都道府県平均  

61.2％（H31.3.31現在） 

女性相談員 1（1） 1（1） 100.0（100.0）  

身体障害者相談員 65（65） 22（22） 33.8（33.8）  

母子自立支援員 2（2） 2（2） 100.0（100.0）  

知的障害者相談員 15（15） 11（11） 73.3（73.3）  

※ （ ）内は、富山市 R2.3.31現在の数値 
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＜参考＞政治への女性の参画状況（富山市・富山県議会における女性議員数） 
富山市議会に占める女性議員の割合は、11.1％と前年度より 0.3 ポイント増加したものの、

全国平均に比べ、低い状況にある。富山県議会に占める女性議員の割合も、10.3％と前年度よ

り 0.3ポイント増加したが、全国平均に比べ、低い状況にある。 

議員総数(現在) 

（人） 

女性議員数 

（人） 

女性議員の割合 

（％） 

全国平均(％) 

（R元.12月現在） 

富山県 
（R3.3.31現在） 

39（40） 4（4） 10.3（10.0） 11.4 

富山市 
（R3.3.31現在） 

36（37） 4（4） 11.1（10.8） 16.6（区を含む） 

※（ ）内は、富山市、富山県とも R2.3.31現在の数値 

（４）女性公務員（富山市職員）の登用状況及び採用状況

①富山市における管理職の登用状況

課長級以上の管理職全体における女性の登用割合は17.4％と、前年度から0.7ポイント、

係長級以上における女性の登用割合は 51.3％と、前年度から 1.5 ポイント上がっている。 

 (R3.4.1現在) 

総数(人) 男性(人) 女性(人) 女性割合(％) 

部長級 28   （24） 27 （24） 1  （0） 3.6 （0.0） 

次長級 60   （68） 53 （63） 7  （5）  11.7 （7.4） 

課長級 359  （340） 289（273） 70 （67） 19.5（19.7） 

管理職 計 447  （432） 369（360） 78 （72） 17.4（16.7） 

課長代理級 258  （243） 153（154） 105 （89） 40.7（36.6） 

係長級 848  （854） 234（253） 614（601） 72.4（70.4） 

全体 計 1,553（1,529） 756（767） 797（762） 51.3（49.8） 

※（ ）内は、R2.4.1現在の数値 

※人数には、消防、現業、教育、化学職、医療系職員は含まない。

②富山市における採用試験による採用者（事務職）

採用者の女性の割合は、上級は 47.4％と前年度より 4.5ポイント、初級は 60.0％と

前年度より 1.7ポイント上がっている。 
（R3年度状況） 

総数(人) 男性(人) 女性（人） 女性の割合（％） 

上 級 38（42） 20（24） 18（18） 47.4（42.9） 

初 級 5（12） 2 （5） 3 （7） 60.0（58.3） 

※（ ）内は、R2年度の数値 
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（５）富山市立学校教員の女性の割合

R1 R2 R3
富山県
(R2.5.1)

全国都道
府県平均
(R元.5.1)

総数 65 65 65 177

女性 21 20 22 59

割合（％） 32.3% 30.8% 33.8% 33.3% 20.6%

総数 70 69 69 185

女性 27 34 33 89

割合（％） 38.6% 49.3% 47.8% 48.1% 27.4%

総数 1,190 1,192 1,207 3,313

女性 698 704 707 2,099

割合（％） 58.7% 59.1% 58.6% 63.4% 61.9%

総数 26 26 26 75

女性 3 3 4 8

割合（％） 11.5% 11.5% 15.4% 10.7% 7.4%

総数 34 34 34 93

女性 7 7 9 21

割合（％） 20.6% 20.6% 26.5% 22.6% 13.3%

総数 665 686 695 1,885

女性 285 292 302 859

割合（％） 42.9% 42.6% 43.5% 45.6% 43.5%

※富山市は各年4月1日現在の数値
※機関（教育委員会などの行政機関）勤務者を含む数値で、臨任講師は含まない。

　　　富山市の小学校・中学校ともに、校長・教頭における女性の登用は、全国都
　　道府県平均を上回っている。

小学校

中学校

校長

教頭

全体

年度

校長

教頭

全体
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年度

◎ 生活環境部婦人青少年課設置

◎ 婦人会県行政連絡会議設置

◎ 婦人問題懇話会設置

昭和56年
◎ 「婦人の明日をひらく富山県行動

計画」策定

昭和61年
◎ 「２１世紀を目指すとやま女性プラ

ン」策定

昭和62年
◎ 「富山市婦人対策行政連絡会議」

設置

平成元年
◎ 厚生部民生婦人児童課内に婦人

問題を設置

平成　2年
◎ 「富山市女性団体等連絡協議会」

結成
◎ 市民部青少年婦人室を設置

平成　3年
◎ 「新とやま女性プラン」策定 ◎ 「富山市女性行動計画(前期）」

策定

平成　4年
◎ 「富山市女性行動計画推進協議

会」設置

平成　5年
◎ 市民部青少年女性課を設置

女性係設置

平成　6年
◎ 婦人青少年課の名称を女性青少

年課に変更

平成　7年 ◎ とやま女性総合センター起工式

平成　8年
◎ (財）富山県女性財団の設立 ◎ 「富山市女性行動計画(後期）」

策定

◎ 「とやま男女共同参画プラン」
策定

◎ 「富山市女性交流センター」開所

◎ 女性総合センター（サンフォルテ）
開館

平成11年
◎ 「男女協同社会に関する意識調

査」実施
◎ 男女共同参画都市宣言

◎ 「富山県男女共同参画推進条例」
施行(4月1日）

◎ 「富山市男女共同参画プラン」
策定

◎ 市民生活部青年女性課に課名
変更

◎ 女性総合センターを「県民共生セ
ンター」に改称

◎ 男女共同参画宣言都市奨励事業 ◎ 男女共同参画推進係に係名
変更

◎ 女性青少年課女性係を男女共同
参画班に変更

◎ 「富山県民男女共同参画計画」
策定

◎ 女性青少年課男女共同参画班を
男女参画･ボランティア課　男女
共同参画係に変更

◎ 「おおやま男女平等推進プラン」
策定

◎ 男女共同参画チーフ･オフィサー
の設置

◎ 「婦中町男女共同参画プラン」
策定

◎ 「男女間における暴力に関する調
査」実施

◎ 「富山市男女共同参画推進地域
リーダー」（旧富山市）委嘱

３　男女共同参画に関する経緯（県・市）

富山県の動き 富山市の動き 富山市担当課

昭和55年

平成　9年

平成13年

平成14年

－ 14 －



年度

◎ 「男女共同参画と社会慣習等に
関する調査」実施

◎ 「大山町男女平等社会推進条例」
施行(1月1日）

◎ 男女共同参画課に課名変更

◎ 「富山市男女共同参画推進条例」
施行(4月1日）

◎ 「女と男の共生プラン」（旧大沢野
町）策定

◎ 「富山市男女共同参画推進セン
ター」に名称変更

平成16年
◎ 「男女共同参画社会に関する意

識調査」実施

◎ 富山県民共生センターにチャレン
ジ支援コーナーを設置

◎ 男女参画・ボランティア課設置 ◎ 男女参画・ボランティア課に課名
変更

◎ 「配偶者からの暴力の防止及び
被害者の保護に関する基本計
画」策定

◎ 「富山市男女共同参画推進地域
リーダー」委嘱

◎ 男女共同参画係に係名変更

◎ 市民意識調査の実施

◎ 富山県民共生センターに指定管
理者制度導入

◎ 「富山市男女共同参画推進条例」
施行(4月1日）

◎ 「富山県民男女共同参画計画(第
2次）」策定 H19.2

◎ 「富山市男女共同参画社会推進
本部」設置(6月30日）

◎ 「富山市男女共同参画推進審議
会」設置(8月24日）

◎ 女性が輝く元気企業とやま賞創
設

◎ 「富山市男女共同参画プラン」
策定

◎ 「男女間における暴力に関する調
査」実施

◎ 「日本女性会議２００８とやま開催
プレ・イヤー記念イベント」開催

平成20年
◎ 「配偶者からの暴力の防止及び

被害者の保護に関する基本計画
（第2次）」策定

◎ 「日本女性会議２００８とやま」
開催

◎ 「男女共同参画社会に関する意
識調査」実施

◎ DV相談窓口開所

◎ 「日本女性会議２００８とやまメモ
リアルフェスティバル」開催

◎ 「富山市女性団体等連絡協議会」
解散

◎ 「男女共同参画に関する市民意
識調査」の実施

平成23年
◎ 「富山県民男女共同参画計画(第

3次）」策定
◎ 「富山市男女共同参画プラン

後期実施計画」策定

平成24年
◎ 男女共同参画推進センター移転

（サンフォルテ→ＣiＣへ）

平成25年

富山県の動き 富山市の動き 富山市担当課

平成15年

平成17年

平成18年

平成19年

平成21年

平成22年
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年度

◎ 男女参画・ボランティア課の名称
を男女参画・県民協働課に変更

◎ 「男女間における暴力に関する調
査」実施

◎ 「富山市婦人会」解散

◎ 「男女共同参画社会に関する意
識調査」実施

◎ 「男女共同参画に関する市民意
識調査」の実施

◎ 「配偶者からの暴力の防止及び
被害者の保護等に関する基本計
画（第3次）」策定

◎ 「第２次富山市男女共同参画プラ
ン」策定

◎ 男女参画・市民協働課に課名変
更

◎ 「推進本部会議」を「プラン策定会
議」に改組

◎ 生活環境文化部男女参画・県民
協働課から総合政策局少子化対
策・県民活躍課へ改組

◎ 「富山県民男女共同参画計画(第
4次）」策定

平成30年

令和元年
◎ 「男女間における暴力に関する調

査」実施

令和 2年
◎ 「配偶者からの暴力の防止及び

被害者の保護等に関する基本計
画（第4次）」策定

◎ 「男女共同参画に関する市民意
識調査」の実施

富山県の動き 富山市の動き 富山市担当課

平成29年

平成26年

平成28年

平成27年
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第２ 男女共同参画推進施策の実施状況及び実施計画 

 

 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２次富山市男女共同参画プラン 

前期実施計画 2017-2021 
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第３ 男女共同参画推進施策の計画関連指標 
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第４ 男女共同参画推進センターの取組み 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



男女共同参画の意識の醸成から行動を促す 

男女が共にいきいきと活躍する社会を創る 

支え合う家族・地域社会づくりの推進 

１ 男女共同参画推進センター事業の方向付け 

富山市男女共同参画推進センターでは、平成 29 年度から「第２次富山市男女共同参画プラン

2017-2026」に基づいて事業を展開しています。 

  

  

◆男女の人権尊重、平等意識の啓発 

●男女共同参画のわかりやすい広報・啓発活動の推進 

○男女共同参画講座の開催 
 

 

 

○男女共同参画推進センター事業 

の案内 
 
 
 
 
 

○男女共同参画に関する資料など 

の配置 

 

 

 

    ○大学等と連携した「働き方改革」 

     や「ワーク・ライフ・バランス」 

に関する講座の開催 
 
 

○地域における「働き方改革」や 

     「ワーク・ライフ・バランス」に 

関する講座の開催 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

◆誰もが能力を発揮できる環境の整備 

●ワーク・ライフ・バランスの推進 

   ○「家事ダン」マイスター認定事業 

の実施 
 
 
  
 

◆家族ぐるみの支え合い 

●家事・育児・介護などへの共同参画促進 

    ○「家事ダン」マイスター認定事業 

の実施 

 

男女共同参画推進センターの男女共同参画に関する講

座の案内などを「広報とやま」や推進センターのホー

ムページに掲載し、意識啓発のための情報提供を図り

ます。 

 

男女共同参画に関する正しい理解と認識を深めるため

の啓発講座を開催します。 

男女共同参画に関する資料をＣｉＣ内等に配置し情報

提供します。また、男女共同参画週間等にあわせ、パ

ネルやリーフレットなどを展示します。 

大学等と連携し、学生等を対象に、「働き方改革」や「ワ

ーク・ライフ・バランス」に関する講座を開催し、若者

の意識改革を促します。 

地域で開催する講座や啓発活動など、一般市民を対象

にした事業において、「女性活躍推進」や「働き方の見

直し」、「ワーク・ライフ・バランス」等に関する内容

で開催し、「固定的な性別役割分担意識」の改革を図り、

男性の家事・育児・介護等への理解や前向きな参画を

促進します。 

男性を対象とした家事に関する講座を実施することに

より、男性の家事参画を促し、女性の負担を減らす環

境づくりを推進します。 
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男女間のあらゆる暴力ゼロの環境づくりの推進 

 

 
 

 

 

◆男女間のあらゆる暴力根絶のための意識づくり 

●男女間のあらゆる暴力防止についての意識啓発 

○ＤＶ防止啓発講座の開催 
 

 

 

 

○男性に対しての啓発活動の推進      

 

 

◆相談体制の強化 

●相談窓口の周知 

○ＤＶ相談窓口の周知 

 

 

 

 

 

 

   ●安心して相談できる体制の充実 

○ＤＶ相談の実施   

 

 

 

 

○夫婦・男女に関する悩み相談の 

実施 
 

 

○夫婦・男女に関する法律相談の 

実施 
 

 

◆安全確保と自立支援 

●被害者の心身の回復支援 

○夫婦・男女に関する悩み相談の 

実施    
 

男女間のあらゆる暴力の予防と根絶を図るため、学生

や教職員および保護者を対象にしたＤＶ防止啓発講座

を開催します。 

ＤＶ相談員による「ＤＶ相談」を実施し、関係機関と

連携しながら、相談者の問題解決に向けた助言を行い

ます。 

 

臨床心理士による、「夫婦・男女に関する悩み相談」を

実施し、相談者を支援します。 

弁護士による、「夫婦・男女に関する法律相談」を実施

し、相談者の法的な問題解決を支援します。 

臨床心理士による、「夫婦・男女に関する悩み相談」を

実施し、精神的なケアという面から相談者を支援しま

す。 

女性に対する暴力をなくす運動期間に合わせ、男性に向

けた広報やチラシによる啓発活動を推進します。 

「広報とやま」や市のホームページに相談窓口の情報

を掲載するとともに、各種啓発講座を開催する際に、

相談窓口についてのリーフレットを配布します。また、

女性に対する暴力をなくす運動期間等に合わせ、Ｃｉ

Ｃ内でのパネル及びリーフレットの展示や、相談窓口

案内カードを配置するなど周知に努めます。 
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２　令和２年度 事業実施状況

（１）　学習啓発事業

5/23 0 0

6/27 1 26

6/23
～29 1 -

6/27
～
7/26

1 -

7/18 1 17

8/8 1 24

9/9 1 28

11/1 1 31

11/12 1 -

11/14 1 20

11/14 1 17

11/15 1 37

11/22 1 12

12/3 2 97

12/5 1 24

12/13 1 24

12/19 1 29

12/21 1 155

2/13 1 24

★印はCiCビル以
外で事業実施 19 565

※ …イベント

（令和3年3月末日現在）

事業
区分

事 業 名
開
催
日

回数
(回)

学
習
啓
発
事
業

男
女
共
同
参
画
講
座
・
男
女
共
同
参
画
サ
テ
ラ
イ
ト
講
座

男女共同参画講座
「笑いヨガ～いっしょに笑って健康づくり～」
笑いヨガティーチャー・理学療法士　染谷 明子

男女共同参画サテライト講座（学校等連携講座）
「人はなぜ笑うのか～笑いで人生を豊かに～」
富山国際大学現代社会学教授　大谷 孝行

男女共同参画サテライト講座（学校等連携講座）
「脳が若返る脳トレーニング」
富山短期大学食物栄養学科教授　田淵 英一

★男女共同参画サテライト講座（中部ブロック）
「みんなで考える異常気象と防災」
気象予報士・防災士　木地 智美

人数
(人)

男女共同参画ライフプラン応援セミナー ※中止
「人生100年時代のマネープラン～お金の貯め方、働かせ方～」
野村証券㈱シニア・ファイナンシャルプランナー　広井 健真

講 座 名

女性の活躍応援セミナー
「人生を豊かに生きる～卒婚という結婚のカタチ～」
㈱Ayllu 代表取締役・行政書士　飯野 道子

男女共同参画週間啓発事業
(ビデオ上映、パネル・パンフレット・写真展示、図書展示)

★サンフォルテフェスティバル(パネル展示)

女性に対する暴力をなくす運動関連事業
・パネル・写真・パンフレットの展示、図書展示など
・特別法律相談

★男女共同参画サテライト講座（南部ブロック）
「ＤＶって、どんなこと？～気づいてほしい、ＤＶと子どもへの虐待～」
ウイメンズカウンセリング富山　亀田 紀子

★男女共同参画サテライト講座（婦中・山田ブロック）
「身近にあるＤＶ・虐待に気づこう～居心地のいい地域づくり」
NPO法人ハッピーウーマンプロジェクト　小林 涼子

★男女共同参画サテライト講座（北部ブロック）
「みんなで考える異常気象と防災」
気象予報士・防災士　木地 智美

★男女共同参画サテライト講座（東部ブロック）
「あったか地域の大家族「このゆびとーまれ」２７年」
NPO法人デイサービス｢このゆびとーまれ」理事長　惣万 佳代子

★ＤＶ防止啓発講座（学校等連携講座）
「適切な人間関係を考えよう」
NPO法人ハッピーウーマンプロジェクト　小林 涼子

★男女共同参画サテライト講座（西部ブロック）
「僕のパートナーは忙しい！」
会計事務所職員・富山市男女共同参画推進地域リーダー　種部 元仁

★男女共同参画サテライト講座（八尾・細入ブロック）
「育児を通じた育自プラス家族育てへ」
富山国際大学子ども育成学部教授　村上 満

男女共同参画法律講座
「初心者のための遺産相続セミナー」
弁護士　東 博幸

★女性就業支援専門員派遣事業（学校等連携講座）
「女性活躍推進時代のキャリア・デザイン」
一般財団法人女性労働協会女性就業支援専門員　山田 理子

男女共同参画防災講座
「女性の視点を生かした避難所運営」
特定非営利活動法人富山県防災士会理事　大家 ますみ

合　計
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（２）　相談事業

男性 女性

10 36 8 28

(1) (2) (0) (2)

6 9 0 9

16 45 8 37

電話 来所 電話 来所

   ・相談時間　月曜～金曜　　10:00～18:15 11 7 169 40

（３）　「家事ダン」マイスター認定事業

9/12 22

10/11 21

11/21 19

12/19 17

1/16 15

　　①　夫婦・男女に関する相談

事業
区分

夫婦・男女に関する相談
回数
(回)

人数
(人)

内訳(人)

相
談
事
業

 夫婦・男女に関する法律相談
(毎月1回4人まで【11月は特別法律相談とあわせて6人まで】年間12回)

(内　特別法律相談【11月】)

 夫婦・男女に関する悩み相談　(毎月1回2人まで　年間12回)

合　計

　 ②　ＤＶ（配偶者・パートナーからの暴力）相談 内訳(人)

ＤＶ相談 227件（内訳：電話180件、来所 47件） 男性 女性

　

18 209

事業
区分

事 業 名
開
催
日

講　座　名
人数
(人)

    土曜特別相談　原則毎月1回開催　(変更の場合あり)

「

家
事
ダ
ン
」

マ
イ
ス
タ
ー

認
定
事
業

家
事
ダ
ン
認
定
講
座

家庭のための「話す・聞く」コミュニケーション講座
㈱コトノハ取締役/フリーアナウンサー　廣川 奈美子

お家で居酒屋気分！魚のさばき方　フクラギで居酒屋3点盛り講座
居酒屋YATAIせからしや店長 千石町通り商店街振興組合理事長
清水 智紀

明日から即実践！家庭での洋服のお手入れ講座
the measuring order salon シニアフィッター　篠田 一

しあわせは食卓から
男子ごはんのススメ～知識編～
アピアクッキングスタジオ講師　岸木 知子

我が家はこれで家庭円満でした♪頑張らない整理収納の基本～実践編
クラデュース㈱代表　整理収納アドバイザー　浮田 美紀子

参加回数　内訳 1回 1人　2回 2人　3回 4人　4回 3人　全回 13人　　延べ94人

－ 60 －



３ 令和３年度 事業実施計画 

（１）学習啓発事業                      

①男女共同参画講座【２コース ５回】 

男女参画に関する様々な問題をテーマに、男女共同参画に対する正しい理解と認識を深め、

女性も男性もあらゆる分野への参画の実現を促す動機づけのための様々な講座を開催する。 

 

 

②男女共同参画講座（サテライト講座）【２コース ８回】 

        男女共同参画に対する正しい理解と認識を深めるため、市内を４ブロックに分けた地域や、

市内にある学校等と連携して学習啓発講座を開催する。 

 

 

（２）相談事業 

①夫婦・男女に関する相談 

夫婦・男女に関する、弁護士による法律相談・臨床心理士による悩み相談を行う。 

相 談 名 相 談 員 相 談 回 数 

 

法律相談 

 

 

弁護士 

 

月１回  12回 (１回あたり 30分×4人)  

特別法律相談 

 

弁護士 

年１回 (１回あたり 30分×2人) 

１１月※実施予定 

※女性に対する暴力をなくす運動期間 

悩み相談 
女性臨床心理士２名 

(隔月交代制) 

月１回  12回  

(１回あたり 60分×2人)  

 

②ＤＶ（配偶者等からの暴力）相談 

      相談員１人を配置して、ＤＶ（配偶者等からの暴力）相談に応じ各種関係機関と連携し、 

       被害者の保護、自立支援に努める。 

 ・相談時間  月曜～金曜  10：00～18：15 

          土曜特別相談 原則毎月１回開催（変更の場合あり） 

 

（３）「家事ダン」マイスター認定事業 

   男性の家事参画を促し、女性の活躍推進の環境づくりのため、男性を対象とした家事に 

  関する講座を開催する。【年６回実施】 

コース名等 内           容 回 数 

基本講座 
ワーク・ライフ・バランス、ＤＶ、健康、介護等に

関する講座 
４回 

法律講座 男女に関する法律講座 １回 

コース名等 内           容 回 数 

地域対象講座 
市内４箇所の会場に出向き、その地域で関心のある

男女共同参画に関する講座を開催する。 
４回 

学校等連携講座 
市内にある学校等と連携し男女共同参画に関する

啓発講座を開催する。 
４回 
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富山市男女共同参画推進条例 

 

目次 

 前文 

第１章 総則（第１条－第１５条） 

 第２章 男女共同参画の推進に関する施策（第１６条

－第２３条） 

 第３章 富山市男女共同参画推進審議会(第２４条－

第２９条) 

 第４章 補則（第３０条） 

 附則 

 

富山市民がめざす社会は、男女が互いにその人権を尊

重し、喜びも責任も分かち合いながら、性別にかかわり

なく、その個性と能力を十分に発揮することができる「

男女共同参画社会」である。 

この社会の実現をめざし、富山市においては、「人間性

の尊重」を基本理念に、さまざまな施策を積極的に推進

してきたが、少子高齢化、高度情報化、国際化など、急

激な社会情勢の変化に的確に対応していく上からも、な

お一層の努力が必要とされている。 

このことから、新たな時代に即した富山市を築くため、

男女共同参画社会基本法を尊重すること、男らしさ女ら

しさを一方的に否定することなく、男女の人権を尊重す

ること、また、家庭、地域、職場、学校その他のあらゆ

る場において、男女が、相互に協力・協調しつつ、主体

的に参画すること、中でも、家族の大切さを十分に認識

し、お互いの努力と協力のもとに、愛情豊かな家庭の創

造に努めること、併せて地域社会の構成員としての責任

と役割を自覚することが、市民一人ひとりに求められる。 

ここに、男女共同参画社会の実現を市政の重要課題と

位置付け、市、市民及び事業者の協働による新しい社会

の形成に関する取組みを総合的かつ計画的に推進するた

め、この条例を制定する。 

 

 

   第１章 総則 

 （目的） 

第１条 この条例は、男女共同参画の推進についての基

本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明らかに

するとともに、本市の男女共同参画の推進に関する施

策の基本となる事項を定めることにより、男女共同参

画を総合的かつ計画的に推進し、もって男女共同参画

社会を実現することを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意

義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 男女共同参画 男女が、社会の対等な構成員とし

て、自らの意思によって社会のあらゆる分野におけ

る活動に参画する機会が確保され、もって男女が均

等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受

することができ、かつ、共に責任を担うことをいう。 

(2) 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女

間の格差を改善するため必要な範囲内において、男

女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供

することをいう。 

 （男女の人権の尊重） 

第３条 男女共同参画の推進は、男女の個人としての尊

厳が重んぜられること、男女が性別による差別的取扱

いを受けないこと、男女が個人として能力を十分に発

揮する機会が確保されることその他の男女の人権が尊

重されることを旨として、行われなければならない。 

 （社会制度又は慣行についての配慮） 

第４条 男女共同参画の推進は、社会における制度又は

慣行が、性別による固定的な役割分担等を反映して、

男女の社会における活動の選択に対して中立でない影

響を及ぼすことにより、男女の自由な活動の選択を妨

げることのないよう配慮することを旨として、行われ

なければならない。 

 （政策等の立案及び決定への共同参画） 

第５条 男女共同参画の推進は、男女が、社会の対等な

構成員として、市その他の団体における政策又は方針

の立案及び決定に共同して参画する機会が確保される

ことを旨として、行われなければならない。 

 （家庭生活における活動と他の活動の両立） 

第６条 男女共同参画の推進は、家族を構成する男女が、

相互の協力と社会の支援の下に、子の養育、家族の介

護その他の家庭生活における活動について家族の一員

としての役割を円滑に果たし、かつ、家庭生活におけ

る活動とその他の活動を両立できるようにすることを

旨として、行われなければならない。 

 （男女の生涯にわたる健康の確保） 

第７条 男女共同参画の推進は、男女が互いの性を尊重

し、特に女性の身体の特性について十分に配慮すると

ともに、生涯にわたって心身の健康が確保されること

を旨として、行われなければならない。 

 （世界的視野の下での男女共同参画） 

第８条 男女共同参画の推進は、世界的な視野に立ち、

国際的な取組みと協調して、積極的に行われなければ

ならない。 

 （市、市民及び事業者の協働） 

第９条 男女共同参画の推進は、市、市民及び事業者が、
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主体的にその役割を果たすとともに、協働して取組む

ことを旨として、行われなければならない。 

 （市の責務） 

第１０条 市は、基本理念（前文及び第３条から前条ま

でに定める男女共同参画の推進についての理念をいう。

以下同じ。）にのっとり、男女共同参画の推進に関する

施策（積極的改善措置を含む。以下「 男女共同参画推

進施策」という。）を総合的に策定し、実施しなければ

ならない。 

２ 市は、男女共同参画に影響を及ぼすと認められる施

策を策定し、及び実施するに当たっては、男女共同参

画社会の形成に配慮しなければならない。 

３ 市は、男女共同参画の推進に当たり、必要な体制の

整備に努めるものとする。 

４ 市は、男女共同参画の推進に当たり、国、他の地方

公共団体、市民及び事業者と連携して取組むものとす

る。 

（市民の責務） 

第１１条 市民は、基本理念に対する理解を深め、家庭、

地域、職場、学校その他の社会のあらゆる分野におい

て、積極的に男女共同参画の推進に寄与するよう努め

なければならない。 

２ 市民は、市が実施する男女共同参画推進施策に協力

するよう努めなければならない。 

 （事業者の責務） 

第１２条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活

動において、男女共同参画の推進に努めなければなら

ない。 

２ 事業者は、職場における活動に男女が対等に参画す

る機会の確保に努めるとともに、その事業に従事する

者の職業生活における活動と家庭生活における活動そ

の他の活動の両立が可能となるよう職場環境の整備に

努めなければならない。 

３ 事業者は、市が実施する男女共同参画推進施策に協

力するよう努めなければならない。 

 （教育関係者の責務） 

第１３条 家庭教育、社会教育、職場教育、学校教育そ

の他のあらゆる分野の教育に携わる者は、基本理念に

配慮するよう努めなければならない。 

 （性別による権利侵害の禁止） 

第１４条 何人も、家庭、地域、職場、学校その他のあ

らゆる場において、性別により差別した取扱いをして

はならない。 

２ 何人も、家庭、地域、職場、学校その他のあらゆる

場において、セクシュアル・ハラスメント（性的な言

動により相手方を不快にさせ、若しくはその者の生活

環境を害し、又は性的な言動に対する相手方の対応に

よりその者に不利益を与える行為をいう。）を行っては

ならない。 

３ 何人も、夫婦間を含むすべての男女間において、身

体的、精神的、経済的又は性的暴力行為その他の暴力

行為を行ってはならない。 

(公衆に表示する情報における表現への配慮) 

第１５条 何人も、公衆に表示する情報において、性別

による固定的な役割分担又は男女間における暴力を助

長する表現及び過度の性的表現を行わないよう配慮し

なければならない。 

 

第２章 男女共同参画の推進に関する施策 

 （計画の策定） 

第１６条 市長は、男女共同参画推進施策の総合的かつ

計画的な実施を図るため、男女共同参画の推進に関す

る基本的な計画（以下「基本計画」という。）を策定す

るものとする。 

２ 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものと

する。 

 (1) 総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画推進施

策の大綱 

(2) 前号の大綱に基づき実施すべき具体的な男女共同

参画推進施策 

(3) 前２号に掲げるもののほか、男女共同参画推進施

策を総合的かつ計画的に実施するために必要な事項 

３ 市長は、基本計画を策定するに当たっては、あらか

じめ、第２５条に規定する富山市男女共同参画推進審

議会に意見を求めるとともに、広く市民から意見を聴

かなければならない。 

４ 市長は、基本計画を策定し、又は変更したときは、

速やかにこれを公表するものとする。 

 （市民及び事業者の理解を深めるための措置） 

第１７条 市は、男女共同参画の推進について、市民及

び事業者の理解を深めるため、あらゆる機会を通じて

情報を提供し、及び広報活動を行うよう努めるものと

する。 

（家庭生活における活動と職業生活における活動等と

の両立支援） 

第１８条 市は、男女が共に家庭生活における活動と職

業生活における活動その他の社会における活動を両立

することができるように必要な支援に努めるものとす

る。 

 （地域リーダーの設置） 

第１９条 市は、市民による主体的な男女共同参画の推

進を図るため、富山市男女共同参画推進地域リーダー
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（以下「地域リーダー」という。）を置くものとする。 

２ 地域リーダーは、地域において基本計画の周知を図

るとともに、地域における男女共同参画を推進するた

め必要な啓発活動を行うものとする。 

（拠点施設の設置） 

第２０条 市は、男女共同参画を推進するための拠点と

なる施設を設置するものとする。 

（苦情及び相談への対応） 

第２１条 市は、市が実施する男女共同参画推進施策又

は男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施

策について、市民又は事業者からの苦情があった場合

は、その処理のために必要な措置を講ずるものとする。 

２ 市は、性別による差別的取扱い等に関する相談に対

して、関係機関との連携を図り、適切に対応するよう

努めるものとする。 

（調査研究） 

第２２条 市は、男女共同参画推進施策を策定し、効果

的に実施するため、必要な調査研究を行うものとする。 

 （年次報告） 

第２３条 市は、男女共同参画推進施策の実施状況につ

いて、毎年、これを公表するものとする。 

 

第３章 富山市男女共同参画推進審議会 

（設置） 

第２４条 基本計画その他男女共同参画の推進に関する

重要な事項について調査及び審議を行うため、富山市

男女共同参画推進審議会（ 以下「審議会」という。）

を置く。 

２ 審議会は、この条例に規定する事項その他男女共同

参画の推進に関する事項について市長の諮問に応ずる

ほか、男女共同参画の推進に関し必要な事項について、

市長に意見を述べることができる。 

 （組織） 

第２５条 審議会は、委員１５人以内で組織する。この

場合において、男女のいずれか一方の委員の数は、委

員の総数の１０分の４未満であってはならない。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

この場合において、第４号に掲げる委員は、公募によ 

り選出するものとする。 

(1) 学識経験を有する者 

(2) 関係団体を代表する者 

(3) 関係行政機関の職員 

(4) 市内に住所を有する者、市内に事務所若しくは事

業所を有する者又は市内に存する事務所若しくは事

業所に勤務する者 

３ 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた

場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間

とする。 

（会長等） 

第２６条 審議会に会長及び副会長を置き、委員が互選

する。 

２ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、

その職務を代理する。 

（会議） 

第２７条 審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。 

２ 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開

くことができない。 

３ 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可

否同数のときは、議長の決するところによる。 

 （庶務） 

第２８条 審議会の庶務は、市民生活部において処理す

る。 

（細則） 

第２９条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営

に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。 

 

  第４章 補則 

 （委任） 

第３０条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が

別に定める。 

附 則 

この条例は、平成１８年４月１日から施行する。 
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富山市男女共同参画プラン策定会議設置要綱 

（設置） 

第１条 男女共同参画社会基本法第14条第3項及び富山

市男女共同参画推進条例第 16条に基づき、富山市男女

共同参画プラン（以下「基本計画」という。）の原案の

作成等を行うため、富山市男女共同参画プラン策定会

議（以下「策定会議」という。）を置く。 

（組織） 

第２条 策定会議は、会長及び委員をもって組織し、別

表第１に掲げる職にあるものをもって充てる。 

２ 会長は、策定会議を代表し、策定会議の事務を総括

する。 

３ 会長に事故があるとき又は欠けたときは、会長のあ

らかじめ指名する委員がその職務を代理する。 

（所掌事務） 

第３条 策定会議は次に掲げる事務を所掌する。 

(1)基本計画の原案の作成に関すること 

(2)基本計画の変更案の作成に関すること 

(3)前２号に掲げるもののほか、市長が必要とする事項

に関すること 

（会議） 

第４条 策定会議は必要に応じて会長が招集し、その会

議の議長となる。 

（幹事会） 

第５条 会長の指示に基づき、必要な事項を協議するた

め、幹事会を置く。 

２ 幹事会は、幹事長及び幹事をもって組織し、別表第

２に掲げる職にあるものをもって充てる。 

３ 幹事長は、幹事会の事務を総括する。 

４ 幹事長は、幹事会を招集しその議長となり、会議を

運営する。 

５ 幹事長に事故があるとき又は欠けたときは、幹事長

のあらかじめ指名する幹事がその職務を代理する。 

（研究部会） 

第６条 策定会議の所掌事務について必要な事項を調査

研究するため、研究部会を設けることができる。 

２ 研究部会は、部会長及び部会員で組織する。 

３ 部会長は、研究部会の事務を総括する。 

４ 部会長は、研究部会を招集しその議長となり、会議

を運営する。 

（部会長及び部会員） 

第７条 部会長は、部会員の中から互選により定める。 

２ 部会員は、推薦の依頼を受けた室、課などの長がそ

の所属職員のうちから推薦するものをもって充てる。 

３ 前項の規定にかかわらず、部会長が必要と認めた者

を、部会員とすることができる。 

４ 部会長は、必要に応じ関係者の出席を求め、その説

明又は意見を聴くことができる。 

（庶 務） 

第８条 策定会議の庶務は、市民生活部男女参画・市民

協働課において処理する。 

（委 任） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、策定会議の運営

に関し必要な事項は、別に会長が定める。 

附 則 

この要綱は、平成１８年６月３０日から施行する。 

この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。 

この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 

この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

この要綱は、平成２８年６月１日から施行する。 

この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

この要綱は、令和２年６月１日から施行する。 
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別表第１（第２条関係） 

 

 

 

 

 

 

別表第２（第５条第２項関係） 

 

幹 事 長 市民生活部次長（事務） 

幹   事 企画管理部 企画調整課長 出納課 出納課長 

財務部 財政課長 上下水道局 経営企画課長 

福祉保健部 福祉政策課長 病院事業局管理部 経営管理課長 

こども家庭部 こども支援課長 議会事務局 庶務課長 

市民生活部 市民生活相談課長 選挙管理委員会事務局 事務局次長 

環境部 環境政策課長 監査委員事務局 事務局次長 

商工労働部 商業労政課長 教育委員会事務局 教育総務課長 

農林水産部 農政企画課長 農業委員会事務局 事務局次長 

活力都市創造部 活力都市推進課長 消防局 総務課長 

建設部 建設政策課長   

 

会  長 市民生活部次長（事務） 

委  員 富山市行政組織規則（平成１７年富山市規則第３号）第６９条第 2 項に規定する部次長、上

下水道局次長、病院事業局管理部次長、議会事務局次長、選挙管理委員会事務局次長、監査

委員事務局次長、教育委員会事務局次長、農業委員会事務局次長及び消防局次長 
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富山市附属機関への女性委員登用促進要領 

 

（目 的） 

第１条 この要領は、富山市男女共同参画推進条例及び

富山市附属機関の設置及び運営に関する要綱に基づき、

附属機関の委員への女性の積極的登用を促進するため

に必要な事項を定めるものとする。 

 

 （附属機関） 

第２条 この要領で附属機関とは、地方自治法(昭和 22

年法律第67条)第138条の4第3項及び地方公営企業法

第 14条の規定に基づき、法律又は条例の定めるところ

により設置する審査会、審議会、調査会その他の調停、

審査、諮問又は調査のための機関をいう。 

２ この要領で「委員」とは、附属機関の構成員をいう。 

 

 （目 標） 

第３条 附属機関の委員は、女性が不在の附属機関等を

解消すること並びに令和３年度までに附属機関の委員

のうち女性委員の比率が３０％を達成すること及び男

女それぞれの委員の比率が３０％を下回らないことを

目標とする。 

 

 （責 務） 

第４条 富山市事務分掌条例（平成１７年条例第１３号）

第１条に掲げる部、病院事業局管理部、上下水道局、議

会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、農

業委員会事務局、消防局、教育委員会事務局の長（以下

「部局長等」という。）は、所管する附属機関の委員の

選任に当たっては、前条の目標を達成するために積極的

に女性委員の登用に努めるものとする。 

 

 （事前協議） 

第５条 部局長等は、第３条に定める目標を達成するた

めに、附属機関の新設及び委員の改選に伴う委員の選任

に当たっては、市民生活部長と事前協議を行うものとす

る。 

２ 市民生活部長は、前項の事前協議において、女性委

員の登用について調整するとともに、必要に応じて女性

の人材に関する情報を提供するものとする。 

 

 （情報の収集） 

第６条 市民生活部長は、附属機関委員の候補となりう

る女性の人材に関する情報の収集に努めるものとする。 

２ 部局長等は、常に女性の人材の把握に積極的に努め

るとともに、市民生活部長の行う情報収集に協力するも

のとする。 

 

 （その他） 

第７条 この要領に定めるもののほか、要領の実施に必

要な事項は、市民生活部長が別に定める。 

 

附 則 

この要領は、平成１９年２月２８日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成２４年３月２８日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和元年５月１日から施行する。 
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本書の内容は、下記アドレスからも閲覧・ダウンロードできます。 

https://www.city.toyama.toyama.jp/shiminseikatsubu/danjyosankakusiminkyodo/kihonkeikaku.html 
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